
様式第５号（教育実習実施計画に関する書類） 

教 育 実 習 等 実 施 計 画 

１ 教育実習等の内容及び成績評価等 

①  教育実習等の時期 

＜教育実習＞ 

「初等中等教育実習（小・中）」は、原則として 4年次 5月～6月 

「中等教育実習（中・高）」は、原則として 4年次 5月～6 月 

＜学校体験活動＞ 

「初等中等学校体験活動 A」は、原則として 1 年次 5 月～7月 

「初等中等学校体験活動 B」は、原則として 3 年次 10 月～1月 

②  教育実習等の実習期間・総時間数 

 ＜教育実習＞ 

「初等中等教育実習（小・中）」は、原則として中学校 2週間（60 時間）以上 

「中等教育実習（中・高）」は、原則として高等学校 2 週間（60 時間）以上 

 ＜学校体験活動＞ 

「初等中等学校体験活動 A」は、原則として中学校又は高等学校週 1 回（合計 30 時間）以上 

「初等中等学校体験活動 B」は、原則として中学校又は高等学校週 1 回（合計 30 時間）以上 

③  実習校の確保の方法 

   ＜教育実習＞ 

「初等中等教育実習（小・中）」及び「中等教育実習（中・高）」は、大学が教育委員会や実習予定校

と交渉し確保するが、学生自身から出身校など実習希望校の申出があった場合は、学生と大学が連

携して実習予定校と交渉し内諾を得る。 

   ＜学校体験活動＞ 

「初等中等学校体験活動 A」及び「初等中等学校体験活動 B」は、大学と教育委員会との協議により

指定された学校の中から、実習生が希望する実習校を選び内諾を得る。 

④  実習内容 

＜教育実習＞ 

「初等中等教育実習（小・中）」及び「中等教育実習（中・高）」は、原則として全 60 時間中、（1）

講話 2時間程度、（2）観察 3時間以上、（3）指導補助 5時間以上、（4）授業実習 15 時間以上、（5）

研究授業 1時間以上とする。 

＜学校体験活動＞ 

「初等中等学校体験活動 A」及び「初等中等学校体験活動 B」は、原則として実習校の指示の下、授

業補助、学校行事の運営補助、部活動の指導補助、その他の校務に関する補助を体験する活動とし

て、実習校において合計 30 時間実施する。実習校の都合により 1～2週間集中的に実施することも

あれば、長期にわたり 1 日数時間程度ずつ実施する場合もある。 

⑤  実習生に対する指導の方法 

学科と教職・実習サポート室が協働して全体統括し、学科に係る全教職員の連携と分担により、

「初等中等教育実習（小・中)」「中等教育実習（中・高）」「初等中等学校体験活動 A」及び「初等

中等学校体験活動 B」の期間中は、どのような事態にも即応できる体制を組む。実習生の指導につ

いては、学科教員および教職・実習サポート室職員と実習校の指導教諭との間で連携を図りながら
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行う。 

＜教育実習＞ 

「初等中等教育実習（小・中)」及び「中等教育実習（中・高）」では、各実習生に対して、個別に

巡回指導担当教員を配置し、実習期間中に 1回以上実習校にて巡回指導を行う。 

＜学校体験活動＞ 

「初等中等学校体験活動 A」及び「初等中等学校体験活動 B」では、実習校と事前に連絡を取り合

い、活動内容等について検討を行う。実習期間中は、科目担当教員及び教職・実習サポートが窓口

となって連携を取る。 

⑥  実習の成績評価（評価の基準及び方法） 

 ※ 評価項目表、評価シート等がある場合は、本計画書に添付すること。 

     ＜教育実習＞ 

「初等中等教育実習（小・中)」及び「中等教育実習（中・高）」では、教育実習校へ本学所定の「教

育実習成績評価票」を送付し、教育実習校の実習指導結果を集約する。事項別評価（学習指導（専

門的知識・技能・基礎学力等）、生徒理解（コミュニケーション能力等）、実習態度（礼儀、責任感、

教職への熱意等））及び総合評価をそれぞれ 5段階で評価してもらい、大学による教育実習単位評

価の基礎資料とする。科目担当教員が実習日誌及び事後レポートの記述内容も反映させ、総合的

に教育実習の評価を行う。 

   ＜学校体験活動＞ 

「初等中等学校体験活動 A」及び「初等中等学校体験活動 B」では、実習日誌及び事後レポートの記

述内容をふまえて総合的に評価を行う。 

２ 事前及び事後の指導の内容等 

①  時期及び時間数 

＜教育実習＞ 

「中等教育実習事前事後指導」では、4 年次 4 月～5 月に 16 時間（8 回）事前指導を行い、6 月～7

月に 14 時間（7回）事後指導を行う。 

＜学校体験活動＞ 

「初等中等学校体験活動 A」では、1年次 4月～5月に 10 時間（5 回）事前指導を行い、1年次 7月に

4 時間（2回）事後指導を行う。 

「初等中等学校体験活動 B」では、3 年次 10 月に 6 時間（3 回）事前指導を行い、3 年次 1 月に 4 時

間（2回）事後指導を行う。 

②  内容（具体的な指導項目） 

＜教育実習＞ 

「中等教育実習事前事後指導」は、以下の内容で構成される。 

事前指導 

・実習の意義と目的、概要を理解させる。 

・各自の実習課題を明確にさせる。 

・実習日誌の記載方法・内容を理解させる。 

・学習指導案の作成方法・内容を理解させる。 

・服装や言葉づかい、礼儀などを理解させる。 

・ハラスメントの定義・事例と関連法令を理解させる 
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・個人情報保護などの留意事項を理解させる。 

事後指導 

・実習課題への取組を報告・討論させる。 

・実習時に起きたトラブル、注意されたことを報告させる。 

・今後の課題を考えさせる。 

・実習での体験、学びをレポートにまとめさせる。 

・実習校へのお礼状を作成させる。 

＜学校体験活動＞ 

「初等中等学校体験活動 A」及び「初等中等学校体験活動 B」で行う事前指導及び事後指導は、以下

の内容で構成される。 

事前指導 

・実習の意義と目的、概要を理解させる。 

・各自の実習課題を明確にさせる。 

・実習日誌の記載方法・内容を理解させる。 

・服装や言葉づかい、礼儀などを理解させる。 

・ハラスメントの定義・事例と関連法令を理解させる 

・個人情報保護などの留意事項を理解させる。 

事後指導 

・実習課題への取組を報告・討論させる。 

・実習時に起きたトラブル、注意されたことを報告させる。 

・今後の課題を考えさせる。 

・実習での体験、学びをレポートにまとめさせる。 

・実習校へのお礼状を作成させる。 

③ 教育実習等におけるハラスメントの防止等に関する学生への指導（相談窓口の周知を含む）及び学内

の相談体制等について 

「教育実習等におけるハラスメントの防止及びその適切な対応等について（令和 5年 3月 29 日付 4教

教人第 48 号）」等に基づき、以下のとおり取り組んでいる。 

学生には上述したとおり、事前指導でハラスメントの定義・事例と関連法令を周知し、加害や傍観の

防止を徹底している。相談窓口は教職・実習サポート室に設置し、プライバシー保護と不利益取扱いの

禁止を明示して早期相談を促している。実習期間中の問題発生時には、大学が責任をもって実習先と連

携し迅速に対応する体制を整えている。また、定期的な自己点検・評価や教職員研修を通じ、ハラスメン

トの未然防止と対応水準の向上に努めている。 
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３ 教育実習に関して連絡調整等を行う委員会・協議会等（以下「委員会等」という。） 

①  大学内の各学部・学科等との連絡調整を行う委員会等 

・ 委員会等の名称 

実習委員会 

・ 委員会等の構成員（役職・人数など） 

（1）委員長（学長指名）、（2）保育・幼児教育、初等教育及び中等教育の分野から選出された教員

若干人、（3）事務局教務課長、（4）その他学長が指名する者 若干人 

・ 委員会等の運営方法 

教授会の下に、実習委員会を置き、毎月１回の定例会議と必要に応じて開催する臨時会議を行う。

審議事項は、①学生の実習（介護等体験を含む。以下同じ。）の参加の可否及び実習先の確保に関す

ること、②実習時期の設定及び実習巡回指導に関すること、③実習に係る相談、助言及び指導に関す

ること、④実習に係る関係機関との連携及び連絡調整に関すること、⑤各種委員会等から依頼され

た事項に関すること及び⑥その他実習に関することについて審議する。また、⑦実習の参加要件に

関すること及び⑧次年度以降の学事日程上の実習時期に関することについては教務委員会と協議す

る。 

審議事項は、教授会に諮られ、又は報告され、各専攻と事務局が連携して実施に当たる。また、必

要に応じて他の委員会と連携・協議して実施に当たる。 

【委員会の組織図】 

 

 

② 大学外の関係機関（例：都道府県及び市区町村教育委員会など）との連絡調整等を行う委員会等 

（※学校体験活動を含む場合は、大学と学校との連携体制についても記載すること。） 

・ 委員会等の名称 

   同上 

・ 委員会等の構成員（役職・人数など） 

   同上 

・ 委員会等の運営方法 

   「初等中等学校体験活動 A」及び「初等中等学校体験活動 B」については、実習委員会及び教職・

実習サポート室が窓口となり、教育委員会及び実習校の担当者と協働で実施する。実施の状況につ

いては、実習委員等を通じて、各専攻にも報告し、共有することとしている。 

【委員会の組織図】 

同上 

事務局 教務課 教職・実習サポート室

実習委員会育英大学

教授会

 教務委員会

各種委員会
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※「初等中等学校体験活動 A」及び「初等中等学校体験活動 B」における大学と学校との連携体制図 

 

 

 

 

 

 

 

４ 教育実習の受講資格 

＜教育実習＞ 

「初等中等教育実習（小・中)）及び「中等教育実習（中・高）」 

・前提条件 教職に就こうとする明確な意志、健康面 

・条件１  実習実施年次への進級 

・条件２  GPA（2 年次後期までの累計 GPA2.0 以上） 

・条件３  修得単位数（2 年次後期までに 65 単位以上（「初等中等学校体験活動 A」及び「初等中等学

校体験活動 B」の 2単位は必修）） 

・条件４  日常的な学業生活への態度・姿勢 

 

＜学校体験活動＞ 

「初等中等学校体験活動 A」 

・前提条件 教職に就こうとする明確な意志、健康面 

・条件１  日常的な学業生活への態度・姿勢 

・条件２  課題論文の提出（「活動に取り組む理由と抱負」について 800 字程度） 

 

「初等中等学校体験活動 B」 

・前提条件 教職に就こうとする明確な意志、健康面 

・条件１  実習実施年次への進級 

・条件２  GPA（2 年次後期までの累計 GPA2.0 以上） 

・条件３  修得単位数（2年次後期までに 65 単位以上（「初等中等学校体験活動 A」の 1単位は必修））

・条件４  日常的な学業生活への態度・姿勢 

５ 実習校 
教育 体験 

実習 活動 
学級数の合計 中学校 618 学級、高等学校 155 学級 

〇 〇 学校名 前橋育英高等学校（群馬県前橋市朝日が丘町 13） 学級数：44 生徒数：1381 人 

  教員数 110 人  （内訳）教諭77人、講師 31 人、養護教諭 2人 

〇 〇 学校名 群馬県立高崎商業高等学校（群馬県高崎市東貝沢町 3-4） 学級数：21 生徒数：758 人 

  教員数 62 人  （内訳）教諭53人、講師 8人、養護教諭 1人 

〇 〇 学校名 群馬県立高崎工業高等学校（群馬県高崎市江木町 700） 学級数：18 生徒数：706 人 

  教員数 71 人  （内訳）教諭60人、講師 9人、養護教諭 2人 

教育委員会 実習校 

本学実習委員会及び教職・実習サポート室 
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〇 〇 学校名 群馬県立前橋南高等学校（群馬県前橋市亀里町 1） 学級数：15 生徒数：593 人 

  教員数 50 人  （内訳）教諭40人、講師 8人、養護教諭 2人 

〇 〇 学校名 群馬県立前橋西高等学校（群馬県前橋市清野町 180） 学級数：12 生徒数：471 人 

  教員数 46 人  （内訳）教諭35人、講師 10 人、養護教諭 1人 

〇 〇 学校名 群馬県立前橋商業高等学校（群馬県前橋市南町 4-35−1） 学級数：21 生徒数：821 人 

  教員数 56 人  （内訳）教諭50人、講師 5人、養護教諭 1人 

〇 〇 学校名 群馬県立中央中等教育学校（群馬県高崎市新保田中町 184） 学級数：24 生徒数：742 人 

  教員数 57 人  （内訳）教諭53人、講師 3人、養護教諭 1人 

〇 〇 教育委員会名  高崎市教育委員会 中学校：25 校 学級数：313 

〇 〇 教育委員会名  前橋市教育委員会 中学校：20 校 学級数：305 
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教育実習成績評価票 
学籍番号（  «学籍番号»  ） 

実習生氏名 «学生氏名» 実習教科 英語 

実習期間 必要出勤日数 出勤日数 遅刻・早退 

自：   年   月   日（   ）

至：   年   月   日（   ）
日 日 

遅刻    日 

早退    日 

 

評価（５：極めて優れている ４：優れている ３：普通である ２：不十分である １：実習生として問題である） 

評価の観点 評価の項目 評価 

（該当箇所に○） 

学習指導 

１、専門的知識・技能・基礎学力 

２、教材研究 

３、学習指導能力、授業改善や省察する力 

５ ４ ３ ２ １ 

５ ４ ３ ２ １ 

５ ４ ３ ２ １ 

生徒理解 

１、コミュニケーション能力 

３、行事･部活動等での同僚との情報連携関係 

５ ４ ３ ２ １ 

２、教科外の指導（学級経営、生徒指導など） ５ ４ ３ ２ １ 

５ ４ ３ ２ １ 

実習態度 

１、礼儀、責任感、報連相など意志や実行力 

３、教職への熱意や積極的な学習態度 

５ ４ ３ ２ １ 

２、事務・実務能力（書類管理やノート記入） ５ ４ ３ ２ １ 

５ ４ ３ ２ １ 

総合評価（該当箇所に ○ ） ５ ４ ３ ２ １ 

（総合所見）   

  

 

 

 

指導教員名 
  

    年    月    日 

  

実習校名 

 

学校長名                   印 
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